
法科大学院等専門職大学院形成支援事業選定委員会審査体制

法科大学院審査部会（10名）

（法科大学院の教育プロジェクトについて選定）

専門職大学院審査部会（8名）

（経営管理、公共政策などの専門職大学院の教育プロジェクトについて選定）

法科大学院等専門職大学院形成支援事業選定委員会（４名）

公募要領、申請書（様式）、審査要項、審査基準等の検討

各部会で選定された採択候補の総合調整及び最終決定

主査及び副主査は選定委員会の委員

書面審査による評価

合議審査による採択候補の選定
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